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ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会神埼市実行委員会 

第２回宿泊衛生専門委員会 次第 

 

日時：令和５年２月１６日（木） １６時３０分～ 

会場：神埼市役所３階共用会議室 

 

１ あいさつ 

 

 

 

２ いちご一会とちぎ国体の視察報告 

 

 

 

３ 議 事 

【第１号議案】弁当調達要項（案） 

【第２号議案】弁当調製施設選考基準（案） 

【第３号議案】医療救護対策要領（案） 

【第４号議案】防疫対策要領（案） 

【第５号議案】食品衛生対策要領（案） 

【第６号議案】環境衛生対策要領（案） 

 

 

 

４ その他 
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ＳＡＧＡ２０２４神埼市弁当調達要項（案） 
  

１ 趣旨 

本市で開催する第７８回国⺠スポーツ⼤会「ＳＡＧＡ２０２４」に参加す
る選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「⼤会参加
者」という。）へ提供する弁当の調達に関して、必要な事項を定める。 

  
２ 実施方法 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会（以下「実⾏委員
会」という。）は、関係機関等の協力を得て、⼤会参加者の弁当調達業務を
実施する。  

  
３ 弁当の調達  

弁当の調達については、実⾏委員会があらかじめ必要数を把握し、計画的
に発注・提供を⾏う。  

  
４ 弁当の種類、対象及び取扱期間  
（１）斡旋弁当 
   斡旋弁当は、選手・監督、視察員及び報道員等（以下「選手・監督等」

という。）のうち、希望者に対し弁当料金を徴収して提供する弁当とし、
取扱期間は、原則として競技会の開催期間とする。 

（２）支給弁当 
   支給弁当は、⼤会役員、競技役員、競技補助員、競技会補助員、競技会

係員、競技会補助員等（以下「役員等」という。）に対し、実⾏委員会が
無償で提供する弁当とし、取扱期間は、⼤会業務に従事する期間とする。 

 
５ 弁当の申込み、発注及び清算 
  斡旋又は支給を⾏う弁当の申込み、発注及び代金の清算については、実⾏

委員会が別に定める方法により⾏うものとする。 
 
６  弁当調製施設の指定  
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（１）実⾏委員会は、弁当調整を希望する業者から「弁当調達業務申込書（様
式第１号）」及び「ＳＡＧＡ２０２４神埼市弁当調製施設調査票（様式第
２号）」を提出させ、別に定める基準に基づき、弁当調製施設の選考・指
定を⾏う。 

（２）実⾏委員会は、前項の規定により弁当調製施設を指定するときは、「弁
当調製施設指定書（様式第３号）」を交付する。 

（３）実⾏委員会は、指定した弁当調製施設の中から契約を⾏う相手を決定す
る。 

 
７ 弁当調製施設の取り消し 

実⾏委員会は、指定弁当調製施設が次のいずれかに該当するときは、「弁
当調製施設指定取消書（様式第４号）」を交付し、その指定を取り消すこと
ができる。 

（１）食品衛生法その他関係法令に基づく許可の取り消し、営業の全部又は一
部の禁止若しくは期間を定めての停止処分を受けたとき。  

（２）食品衛生法その他関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わな
いとき。  

（３）弁当調製施設の業務を無断で第三者に委託したとき。 
（４）その他、実⾏委員会が不適当と認めたとき。 
 
８ 弁当引換所の設置及び運営  

競技会場に弁当引換所を設置し、保健所等の関係機関の指導に基づき、衛
生上に配慮した適正な運営を⾏うものとする。  

 
９ 弁当調達業務の委託 

 実⾏委員会は、弁当調達業務の全部または一部を関係団体等に委託するこ
とができるものとする。 

  
10 その他  
（１）この要項に定めるもののほか、弁当調達業務に関して必要な事項は別に

定める。 
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（２）競技別リハーサル⼤会における弁当調達業務についても、必要に応じ
て、この要項を準用する。 

  
附 則   

この要項は、令和 年 月 日から施⾏する。  
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 様式第１号  
 

弁当調達業務申込書 

   
ＳＡＧＡ２０２４神埼市開催競技における弁当の調製及び配達業務を請け負うこと

を希望します。  
神埼市弁当調製施設選定基準に従うことを誓約いたします。  
現在までの⾏政処分状況等について、実⾏委員会が関係機関に問い合わせることを

承諾します。  
   
                                年    月   日  
   
ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会  
  会 ⻑           様  
                     
    

所在地 〒  
   
                  氏 名(法人にあっては名称及び代表者氏名)  
                                                  

印  
  

電話番号  
ＦＡＸ番号 
緊急連絡先 

               (担当者名)  
  
 【添付書類】  
 ・弁当調製施設調査票(様式第２号)  
 ・営業許可証の写し  
 ・食品衛生監視票の写し  
   
 
 



様式第２号
 

 
令和  年  月  日       

ふりがな

施設名  
ふりがな

代表者名
〒       −

      （電話：            ）
      （FAX：            ）
      （ﾒｰﾙ ：           ）

4 主な業務内容  □ 弁当 □ 仕出し 仕出し □ 一般食堂 □ その他（    ）
5 調理従事者数 （    ）人
6 調製可能数 １日あたり最大（    ）個       通常（    ）個
7 使⽤⽔の種類 □ ⽔道 □ 井⼾ □ その他（    ）
8 １日あたりの提供可能食数 平日（   ）食  土曜日（   ）食  日曜日（   ）食
9 サンプル提供 □ 可  □ 不可  □ その他（ ）
10 弁当付属品 □ 割り箸 □ 爪楊枝 □ お手拭 □ お茶  □持ち運び⽤ビニール袋
11 献立内容への対応 □ 可  □ 不可

□ 当日の午前零時以降に製造可
□ 当日の午前零時以降に製造不可

13 弁当の納入  □ 午前 10時50分に納入可   □ 午前 10 時50分に納入不可
14 メニュー日替わり可能数 （      ）日以上 ）日以上 ※同一競技での最大開催期間は5日
15 弁当の調製 □ 単一の施設で調製  □ 複数の施設で調製
16 発注時間の期限 前日午後６時までの最終個数確定対応 □ 可 □ 不可
17 冷蔵車等による配達 □ 可 □ 不可 □ その他（   ）
18 配達可能数  （    ）個
19 弁当の表示  原材料名、消費期限製造者等 … □ 可 □ 不可

自社所有 … □ 有（   t 台、   t 台） □ 無

  車種 ： □ 冷凍車  □ 冷蔵車 □  保冷車 □ その他
レンタル … □ 有（   t 台、   t 台） □ 不可
  車種 ： □ 冷凍車  □ 冷蔵車 □  保冷車 □ その他
※レンタル会社名（    ）

21 冷蔵車等の待機  □ 可  □ 不可  □ その他(    ）
22 弁当ガラ(残飯含)当日回収 □ 可  □ 不可
23 食品賠償保険等の加入  □ 加入 □ 未加入
24 調理・配送従事者の検便  □ 実施している（   に一度 ） □ 実施していない 
25 検査食（保存食）  □ 実施している（    に一度）  □  実施可能 □ その他 
26 食中毒発生事故歴  □ 過去３年間にない   □ 過去３年間にある

※調製可能最大数が１回 300 食を超える場合のみ□実践可
                       □実践不可

28 ＨＡＣＣＰ  □ 実施している  □ 実施していない
 

冷蔵車等の所有台数

※ご提出いただいた内容は、神埼市開催競技の弁当調製業務以外では使⽤しません。
※本書の提出をもって、神埼市弁当調製施設として選定するものではありません。

１
施
設
概
要

連絡者
名

2
国
ス
ポ
へ
の
提
供

大量調理施設衛生管理マ
ニュアル

27

３
そ
の
他

12 弁当の製造

20

弁当調製施設調査票

1

2

所在地3

（電話：     ）
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 様式第３号 
  

弁当調製施設指定書 
  

年     月     日 
 
 

  様  
  
 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会  
  会 ⻑   

  
  

ＳＡＧＡ２０２４神埼市開催競技における、弁当調製施設として下記のとおり指定
します。  
   

記  
  

施設名   

所在地   

代表者名   

⼤会名  

適用期間  

  

   



 

様式第４号  
  

弁当調製施設指定取消書 

  
 年     月     日 

 
              

 様  
  
 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会  
 会 ⻑   

   
ＳＡＧＡ２０２４神埼市開催競技における弁当調製施設の指定を、下記事由によ

り取り消します。  
  

記  
   

指定取消事由  
ＳＡＧＡ２０２４神埼市弁当調達要項第７の規定に該当
するため。  

  
 
 
 
  



ＳＡＧＡ２０２４神埼市弁当調製施設選考基準（案） 
 
１ 趣旨 
  この基準は、本市で開催する第７８回国⺠スポーツ⼤会「ＳＡＧＡ２０２４」

に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に斡旋し、又
は支給する弁当の調製施設の選考基準について、必要な事項を定める。 

 
２ 調製施設条件 
（１）神埼市内に本社又は製造所を有する業者又は神埼市が配達区域に該当し、

その製造所において食品衛生法の規定による営業許可を受けている業者で
あること。ただし、ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会
（以下「実⾏委員会」という。）が必要と認めた場合は、この限りでない。 

（２）市税（神埼市が賦課徴収するものに限る。）、法人税（個人の場合は所得税）
並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（３）暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）
第２条第２号に掲げる暴力団及び同条第６号に掲げる暴力団員並びにそれ
らの利益となる活動を⾏う者でないこと。 

 
３ 衛生管理体制 
（１）選考時点において、過去３年間に食中毒発生等により食品衛生法に基づく

営業停止等の処分を受けていないこと。 
（２）食品衛生法等に基づき、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施設

の管理運営及び整備が食品衛生法に基づき適正になされている施設である
こと。 

（３）検査食として、原材料及び調理済み食品ごとに 50ｇ程度をビニール袋等
清潔な容器に密封し、マイナス 20℃以下で２週間以上保存できること。 

（４）調理従事者全員に対し、⼤会の開催日前１カ月以内に検便検査の実施が可
能であること。（検査項目：赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性⼤腸菌及
びノロウイルス（推奨）） 

（５）食品賠償保険に加入している、又は⼤会開催期間中加入できること。 
 
４ 調製能力・対応能力 
（１）原則として、１回 100 食以上の提供が可能であること。 
（２）第三者に委託することなく、弁当の調製が可能であること。 
（３）前日の午後６時までの発注で、当日午前 10 時 50 分までの納入が可能で

あること。 
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（４）単価に応じた調製が可能であること。 
（５）メニューの日替わりが可能であること。 
（６）実⾏委員会が弁当の食材や献立内容を指定した場合は、その調製の対応が

可能であること。 
（７）実⾏委員会が指定する容器及び包装紙等での提供が可能であること。 
（８）実⾏委員会が指定する日時、場所への搬入及び容器回収が可能であること。 
（９）冷蔵車など適切な温度管理（10℃以下）できる車両等による衛生的な配達

が可能であること。 
（10）弁当付属品として、お茶、割りばし、爪楊枝、お手拭き及び持ち運び用の

袋の準備が可能であること。 
（11）弁当容器に、食品表示関係法令に合致した項目その他実⾏委員会が指定す

る表示が可能であること。 
（12）事前に献立、サンプル（試食弁当）、写真等の提供が可能であること。ま

た、献立について、実⾏委員会から指示があった場合に改善することが可能
であること。 

 
５ その他 
（１）その他弁当調製に係る実⾏委員会からの指示（依頼）事項に関しては、そ

の都度、弁当調製施設と実⾏委員会が協議のうえ、その対応を決定する。 
（２）競技別リハーサル⼤会における弁当調製施設選考についても、必要に応じ

て、この基準を準用する。 
 
附則 
 この基準は、令和  年  月  日から施⾏する。 
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ＳＡＧＡ２０２４神埼市医療救護対策要領（案） 
 
１ 趣旨 
  この要領は、「ＳＡＧＡ２０２４神埼市医療救護対策要項」に基づき、本市

で開催される第７８回国⺠スポーツ⼤会「ＳＡＧＡ２０２４」における医療救
護の実施について、必要な事項を定める。 

 
２ 実施方法 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会（以下「市実⾏委員会」
という。）は、ＳＡＧＡ２０２４実⾏委員会（以下「県実⾏委員会」という。）
と相互に連携調整を図るとともに、医療機関、消防本部、その他関係機関等の
協力を得て医療救護対策を実施する。 

  
３ 競技会場における医療救護 
（１）救護所の設置 

ア 競技会場に救護所を設置し、必要に応じて医師、看護師、保健師及び係
員等（以下「救護係員等」という。）を配置する。 

イ 救護所は、救護活動及び競技に支障のないよう、適切な場所に設置する。 
ウ 救護所の設置期間は、原則として競技会の開催日とする。 
エ 救護所内部は、衛生管理に十分留意するとともに、外部から見えないよ

う配慮する。 
オ 救護所の開設時間は、原則として競技開始３０分前から競技終了時まで

とする。ただし、競技会の進⾏状況等に応じて、変更できるものとする。 
（２）救護所における業務 

ア 傷病者が発生した場合は、必要に応じて応急処置を⾏うとともに、「処
置記録兼診療依頼書（様式第１号）」に所定の事項を記載する。 

イ 傷病者を医療機関に搬送する必要がある場合は、直ちに救急自動車等の
出動を要請する。この場合、必ずチーム関係者等が同⾏することとし、医
療機関を受診する傷病者へ所定の事項を記載した「処置記録兼診療依頼書
（様式第１号）」の写し及び搬送先医療機関に記載してもらう「搬送先医
療機関診療結果報告書（様式第２号）」を交付する。医療機関に搬送しな
い場合は、最寄りの医療機関を紹介するなど、適切な措置を講じる。 

（３）医薬品等の配備 
  ア 救護所に医薬品、医療器具、AED 等必要な物品を配備する。 
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  イ ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備しない。 
 
４ 練習会場における医療救護 

練習会場に、必要に応じて、医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないもの
に限る。）等を配備するとともに、係員等を配置する。 

 
５ 宿舎における医療救護 
（１）宿舎の責任者は、傷病者が発生した場合、必要に応じて、救急自動車等の

出動要請や最寄りの医療機関を紹介するとともに、市実⾏委員会に報告す
る。また、医療機関受診の際には、チーム関係者等を必ず同⾏させる。 

（２）チーム関係者等は、傷病者が医療機関に搬送された場合、市実⾏委員会に
下記の事項を報告（夜間の場合は翌日）する。 
ア 傷病者の住所、氏名、性別、年齢及び連絡先 
イ 競技名、参加区分、競技種別及び宿舎名 
ウ 事故（傷病）の発生時間、発生場所、傷病内容、発生原因、処置内容、

使用医薬品及び現在の状況 
エ 搬送した医療機関及び搬送方法 
オ 付添者の氏名及び連絡先 

 
６ 関係機関への協力要請 

市実⾏委員会は、医療機関及び消防本部に対し、傷病者の受け入れ等医療救 
護対策への協力を要請する。 

 
７ 医療費の負担 
（１）競技会場及び練習会場における応急処置にかかる経費は、市実⾏委員会が

負担する。 
（２）傷病者が医療機関等を受診した場合における医療費については、傷病者本 

人が負担する。 
 
８ 事務処理 

救護係員等は、当日の業務終了後、速やかに下記の書類を市実⾏委員会に提
出する。 

また、市実⾏委員会は、救護係員等から提出のあった「取扱傷病者一覧表（様
式第４号）」については、全競技終了後、競技会場ごとにとりまとめ、県実⾏
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委員会へ報告する。 
（１）処置記録兼診療依頼書（様式第１号） 
（２）搬送先医療機関診療結果報告書（様式第２号） 
（３）救護日誌（様式第３号） 
（４）取扱傷病者一覧表（様式第４号） 
 
９ その他 
（１）医療救護関係者は下記のことに留意する。 
  ア 傷病者の状況を記録し、関係者からの問い合わせに支障のないように

努める。 
  イ 傷病者のプライバシーの保護に努める。 
（２）この要領に定めるもののほか、医療救護に関して必要な事項は、別に定め

る。 
（３）競技別リハーサル⼤会における医療救護対策についても、必要に応じて、

この要領に準用する。 
 
附則 

この要領は、令和  年   月  日から施⾏する。 
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様式第１号

発⾏番号  Ｎｏ．

  令和   年   月   日
 式典中・競技中・観戦中・移動中
 その他（          ）

参加区分
  選手 ・ 監督 ・ 役員 ・ 観客
  その他（        ）

 Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ  競技名（          ）

   年  月  日生  歳  会場名（            ）

 都道府県名（     ） 宿舎の名称

（TEL    −   −     ）

４ 現病歴

５ 既往歴

９ 搬送（  有 ・ 無  ）    救護所医師等氏名             .

応
 
急
 
手
 
当
 
の
 
内
 
容

３ 発症（事故）原因

 移送先医療機関 担当医 様

                      会 ⻑

８ 備考

   体温（    ℃）、 血圧（    ／    mmHg）、脈拍（     ／回）

同意欄（署名）                 

                    SAGA2024国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会

 本書を医療機関へ送付すること並びに搬送先医療機関からSAGA2024国⺠スポーツ⼤会神埼市
実⾏委員会に返送することについては、個人情報の保護に万全を期すとともに国⺠スポーツ⼤
会・全国障害者スポーツ⼤会の統計資料及び保健所等が⾏う感染症や食中毒等の調査に利用する
こと以外には使用しないことを条件に承諾します。

 ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会において発症した上記の者に対する診療をお願いいたします。
                     令和   年    月    日

処置記録兼診療依頼書

傷
病
者
情
報

競技／会場

（TEL       −   −     ）

住 所

連絡先

ふりがな

氏名

取扱救護所

付添者

発症場所 発⾏日時
午前・午後   時  分頃

生年月日

他

保険証所持の
有無

７ 使用医薬品

有     ・     無

１ 傷病内容
  胃腸障害、 感冒、 貧血、 頭痛、 熱中症、 疲労、 眼症、 耳症、 打撲、
  捻挫、 ⾻折、 脱⾅、 筋腱断裂、 挫創、 切創、 裂創、 ⻭⽛の外傷、

２ 受傷部位

  その他

 

６ 処置内容(処置時間：   時   分）

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女



様式第２号

【救護所で記載】

宛 先 ： SAGA2024国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会事務局                
   医療救護担当者あて ＦＡＸ番号 ○○○○−○○−○○○○

医療機関名 担当者
（所属）

住所 （氏名）

TEL FAX

搬送先医療機関診療結果報告書

取扱救護所 診療依頼書発⾏番号

 下記診療内容欄等に記入後、この用紙を、SAGA2024国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会事務局まで
当日中にＦＡＸでご送付いただきますようお願いいたします。

                     診療医師名

発
 
 
信
 
 
者

名

※ ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。
TEL ０９５２−３７−１３３１             SAGA2024国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会事務局

３ その他

診
 
 
 
療
 
 
 
内

容

１ 傷病名

２ 治療内容・使用医薬品
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年月日 記入者名
競技名 会場名

区 分
選 手
監 督
役 員
観 客
その他
合 計

有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

様式第３号
救  護  日  誌

年  月  日（  ）

救護所開設時間 時   分から   時   分まで

従事者
従事時間

医師
時  分から  時  分まで
時  分から  時  分まで

看護師
保健師

取扱患者数 医療機関搬送者数

時  分から  時  分まで
時  分から  時  分まで
時  分から  時  分まで
時  分から  時  分まで

その他
時  分から  時  分まで
時  分から  時  分まで

 人   人  
 人   人  
 人   人  
 人   人  
 人   人  
 人   人  

傷  病  者 内   容

診療依頼書発券番号 氏名
搬送の
有無

搬送機関 傷病
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様式第４号 競技名
会場名

   月   日（  ） 救護所・救護班

選手 監督 役員 観客 その他 計 選手 監督 役員 観客 その他 計

          取扱傷病者一覧表       

区分 取扱傷病者数 医療機関搬送者の数

胃腸障害

感冒

貧血

頭痛

熱中症

疲労

眼症

耳症

打撲

捻挫

⾻折

合 計

脱⾅

筋腱断裂

(挫･切･裂)創

⻭⽛の外傷

その他
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ＳＡＧＡ２０２４神埼市防疫対策要領（案） 
 
１ 趣旨 
  この要領は、「ＳＡＧＡ２０２４神埼市防疫対策要項」に基づき、本市で開

催される第７８回国⺠スポーツ⼤会「ＳＡＧＡ２０２４」における防疫対策の
実施について、必要な事項を定める。 

 
２ 実施方法 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会は、ＳＡＧＡ２０２４
実⾏委員会（以下「県実⾏委員会」という。）と相互に連携調整を図るととも
に、関係機関等と連携し、防疫対策を実施する。 

  
３ 実施内容 
（１）感染症に関する意識の普及及び啓発 
   感染症の発生・拡⼤を防止するため、選手・監督、役員、視察員、報道員

並びに一般観覧者等（以下「⼤会参加者等」という。）に対し、感染症に関
する意識の普及及び啓発を⾏うなどして、意識の向上に努める。 

  ア 県実⾏委員会が作成した啓発媒体の配布・掲示 
  イ ホームページ等を活用した啓発活動 
  ウ 各イベント等を活用した啓発活動 
（２）衛生備品等の配備 
   ⼤会期間中における感染症の予防及びまん延を防止するため、競技会場

等に必要に応じて衛生備品、体温計、消毒液等を配備する。 
（３）感染症患者発生時の措置 
   ⼤会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）

が発生した場合には、感染症法等に基づく措置を講じるとともに、必要に応
じて保健所の指導・助言を求め、感染のまん延防止に努める。 

（４）緊急連絡体制の整備 
   ⼤会期間中における感染症の発生及びまん延を防止するため、関係機関

等との緊急連絡体制を整備する。 
（５）新型コロナウイルス感染症防止対策 
   ⼤会の開催にあたっては、県実⾏委員会が定める感染症防止に関する方

針等を遵守するものとする。 
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４ その他 
（１）この要領に定めるもののほか、必要な防疫対策の実施に関して必要な事項

は別に定める。 
（２）本市で開催する競技別リハーサル⼤会における防疫対策についても、必要

に応じて、この要領を準用する。 
 
附則 
 この要領は、令和 年 月 日から施⾏する。 
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ＳＡＧＡ２０２４神埼市食品衛生対策要領（案） 
 
１ 趣旨 
  この要領は、「ＳＡＧＡ２０２４神埼市食品衛生対策要項」に基づき、本市

で開催される第７８回国⺠スポーツ⼤会「ＳＡＧＡ２０２４」における食品衛
生対策について、必要な事項を定める。 

 
２ 実施方法 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会（以下「市実⾏委員会」
という。）は、ＳＡＧＡ２０２４実⾏委員会（以下「県実⾏委員会」という。）
と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等と連携し、食品衛生対策を実施
する。 

  
３ 実施内容  
（１）食品衛生に対する意識向上の広報 

ア 広報の内容 
① 手洗いの励⾏のほか、食品の調理・保存等の基本的な食品衛生対策 
② ⼤会期間中に流⾏する可能性が高い食中毒の予防対策等 

イ 広報媒体 
  保健所等と連携し、次の媒体により広報活動を実施する。 

① 県実⾏委員会が作成した啓発媒体の配布・掲示 
② ホームページ等を活用した広報 
③ 各種講習会及びイベント等を活用した広報 

（２）食品関係営業施設等の監視・指導 
   食品関係営業施設等を対象とした監視・指導の実施について、保健所に依

頼するとともに、必要な協力を⾏う。 
（３）食品関係営業施設等の健康管理 

食品関係営業施設等に対し、食品に直接接触する従事者の検便検査や健康
状態の確認を⾏うよう指導する。 
ア 検便検査は、概ね⼤会開催前 1 か月の間に受け、赤痢菌、サルモネラ属

菌、腸管出血性⼤腸菌等（以下「病原体」という。）の感染の有無を確認す
る。 

イ 検査の結果、病原体に感染している場合は、検便で陰性を確認するまで
は、食品に直接接触する作業に従事しない。 
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ウ 従事者の健康状態の確認は、毎日作業前に⾏う。 
（４）食中毒発生時の対応 

ア 食中毒の発生又はその疑いに関する情報を入手したときは、直ちに保健
所に通報するとともに、保健所の食中毒調査に協力する。 

イ 市実⾏委員会及び保健所は、食中毒はもとより、飲食に起因する可能性
のある健康被害の発生又はその疑いに関する情報があったときは、緊密に
連携・対応するとともに、当該情報を公開するときは、関係者間において
事前に情報共有を図る。 

ウ 保健所の協力を得て、⼤会期間中における食中毒発生時などに緊急時連
絡体制を整備する。 

 
４ その他 
（１）この要領に定めるもののほか、食品衛生対策の実施に関して必要な事項は 

別に定める。 
（２）競技別リハーサル⼤会における食品衛生対策についても、必要に応じて、

この要領を準用する。 
 
附則 
 この要領は、令和 年 月 日から施⾏する。 
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ＳＡＧＡ２０２４神埼市環境衛生対策要領（案） 
 
１ 趣旨 
  この要領は、「ＳＡＧＡ２０２４神埼市環境衛生対策要項」に基づき、本市

で開催される第７８回国⺠スポーツ⼤会「ＳＡＧＡ２０２４」における環境衛
生対策について、必要な事項を定める。 

 
２ 実施方法 

ＳＡＧＡ２０２４国⺠スポーツ⼤会神埼市実⾏委員会は、ＳＡＧＡ２０２４
実⾏委員会（佐賀県）と相互に連携調整を図るとともに、関係機関等の協力を
得て、環境衛生対策を実施する。 

  
３ 実施内容 
（１）競技会場の環境美化 

 ア 競技会場における清掃体制を整備し、環境美化に努める。 
 イ 競技会場の廃棄物は、分別収集により適切に処理するなど、資源物のリ

サイクルに努める。 
ウ 競技会場には、必要に応じて、資源物の分別ができるごみ分別容器等を

設置する。 
 エ 一般観覧者については、ごみの持ち帰りを推進する。 
 オ 競技会場（指定喫煙場所を除く）では喫煙をしないよう働きかける。 
 カ ホームページ、看板等を活用し、競技会場におけるごみの減量化・資源

化・環境美化の意識向上に努める。 
 キ 練習会場における環境美化についても、必要に応じて、本規定を準用す

る。 
（２）会場周辺の環境美化 

ア 会場周辺の道路、駐車場等について、関係機関、団体等による清掃の協
力を得るなどして環境美化に努める。 

イ 会場周辺の道路、駐車場及びその他屋外の公共の場所では喫煙をしな
いよう働きかける。 

（３）宿舎の衛生対策 
   宿舎（広域配宿を含む。）の管理者に対し、宿泊者が快適に過ごせるよう

にするため、宿舎及びその周辺の環境衛生に努めるよう働きかける。 
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４ その他 
（１）この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
（２）競技別リハーサル⼤会における環境衛生対策についても、必要に応じて、

この要領を準用する。 
 
附則 
 この要領は、令和 年 月 日から施⾏する。 
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ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会神埼市実行委員会専門委員会規程 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会神埼市実行委員会会則（令和

３年２月１８日決定）第１３条第３項の規定に基づき、ＳＡＧＡ２０２４国民スポー

ツ大会神埼市実行委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営

について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（名称及び付託事項等） 

第２条 専門委員会の名称及びＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会神埼市実行委員会

常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおりとする。 

 

（役員） 

第３条 専門委員会に、次の役員を置く。 

（１） 委員長  １名 

（２） 副委員長 １名 

 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちからＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大

会神埼市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。

ただし、専門委員会に出席できない委員は、代理人によって議決権を行使し、または

書面で議決に加わることができる。この場合において、該当委員は、出席したものと

みなす。 

４ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（あらかじめ通知された事項について、代

理人が議決権を行使した委員及び書面により議決権を行使した委員を含む）の過半数

をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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５ 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見

又は説明を聴くことができる。 

６ 第３項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めたときは、書面により専門委員会

を開会することができる。この場合において、賛否等を表明した委員を出席委員とみ

なす。 

 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門部会を設置し、専門的事項につ

いて調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した委員（以下「部会委員」という。）をもって構

成する。 

３ 第３条から第５条まで並びに第６条第１項、第２項、第４項及び第６項の規定は、

専門部会について準用する。この場合において、これらの条文中「専門委員会」とあ

るのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは

「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営について必要な

事項は、それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

 

  附 則 

 この規程は、令和３年 11 月４日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名称 付託事項 委任事項 

総務企画 

専門委員会 

１ 開催推進総合計画の立案に 

関すること 

２ 財務の計画に関すること 

３ 広報及び市民協働の計画に 

関すること 

４ 観光、おもてなしの計画に 

関すること 

５ 他の専門委員会に属さない 

事項に関すること 

１ 開催推進総合計画の実施に 

関すること 

２ 財務の実施に関すること 

３ 広報及び市民協働の実施に 

関すること 

４ 観光、おもてなしの実施に 

関すること 

５ 他の専門委員会に属さない 

事項の実施に関すること 

競技式典 

専門委員会 

１ 競技会運営の計画に関する 

こと 

２ 式典の計画に関すること 

３ 施設整備の計画に関すること 

４ その他競技式典に関すること 

１ 競技会運営の実施に関する 

こと 

２ 式典の実施に関すること 

３ 施設整備の実施に関すること 

４ その他競技式典の実施に  

関すること 

宿泊衛生 

専門委員会 

１ 宿泊の計画に関すること 

２ 医療救護及び防疫の計画に 

関すること 

３ 環境衛生及び食品衛生の計画

に関すること 

４ その他宿泊衛生に関すること 

１ 宿泊業務の実施に関すること 

２ 医療救護対策及び防疫対策の

実施に関すること 

３ 環境衛生対策及び食品衛生 

対策の実施に関すること 

４ その他宿泊衛生業務に実施に

関すること 

輸送交通 

専門委員会 

１ 輸送の計画に関すること 

２ 交通及び駐車場の計画に  

関すること 

３ 警備及び消防防災の計画に 

関すること 

４ その他輸送交通に関すること 

１ 輸送業務の実施に関すること 

２ 交通及び駐車場業務の実施に

関すること 

３ 警備及び消防防災対策の実施

に関すること 

４ その他輸送交通業務の実施に

関すること 
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